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第３次排出ガス対策型建設機械指定要領の取扱いについて

建設機械の排出ガス低減性能に資する建設機械の指定等を実施することにより、排出ガ

ス対策型建設機械に対する国民の関心と理解を深め、国民の選択を通じて排出ガス低減性

能の高い建設機械の普及を促進することを目的とする「第３次排出ガス対策型建設機械指

定要領 （平成１８年３月１７日付け国総施第２１５号。以下「指定要領」という ）に」 。

ついては、平成１８年３月１７日付けで発出されたところであるが、これに併せて、その

取扱いに当たっては下記の点に留意し、遺漏のないよう措置されたい。

記

第１ 型式認定について（第３）

１ 認定の審査期間（１及び２）

認定の審査は、原則として、第２の１( )から( )までに掲げる区切りの期日から３1 4
ヶ月以内に行う。

２ 排出ガス対策型原動機技術基準について（１）

1 JIS( ) 国土交通省大臣官房技術審議官が定める方法とは、日本工業規格

「往復動内燃機関 排気排出物測定 第１部：ガス状排出物及び粒子B8008-1 - -
状排出物の台上測定」によるものとする。ただし、同規格において、粒子

状物質の排出量の測定に使用する分流希釈トンネル装置が希釈排出ガスの一

部を得る方式のものである場合においては、当該粒子状物質の排出量の計測

精度については、全流希釈トンネル装置と同等のものとするとともに、黒煙

排出ガス対策型原動機の認定及び排出ガス対策型建設機械の測定については、

の指定に関する技術基準の取扱いについて（平成１８年３月１７日付け国総施第

別添１の に１９２号。以下「技術基準の取扱い」という ） 黒煙濃度の測定要領。

よるものとする。

( ) 測定を実施する上で使用する燃料は、以下のいずれの条件も満たす軽油と2
する。

①硫黄が質量比 ％以下であること。0.005
②セタン指数が 以上であること。45
③ ％留出温度が ℃以下であること。90 360
備考

①「セタン指数」とは、日本工業規格 により定める方法によりJIS K2280
算出した軽油の性状をいう。

②「 ％留出温度」とは、日本工業規格 により定める方法に90 JIS K2254
より測定した軽油の性状をいう。

( ) 測定結果は、技術基準の取扱い付表の原動機排出ガス測定結果表に記載するこ3
ととする。ただし、非メタン炭化水素の測定に関しては、当該非メタン炭化水素
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、 。の測定値に代えて 炭化水素の測定値を 倍したものを記載することができる0.98
３ 排出ガス対策型黒煙浄化装置技術基準について（２）

( ) 国土交通省大臣官房技術審議官が定める方法とは、黒煙浄化装置の測定方1
法（別添１）によることとする。

( ) 測定を実施する上で使用する燃料は、２( )と同様とする。2 2
( ) 測定結果は、技術基準の取扱い付表の原動機排出ガス測定結果表に記載すること3

とする。

第２ 原動機の型式認定の （第４）申請に係る事項について

１ 原動機の型式認定の申請（以下「原動機認定申請」という ）の区切り（１）。

原動機認定申請については次に掲げる期日を区切りとして取りまとめる。ただし、

平成１８年６月３０日までの申請に関しては、同年４月３０日、５月３１日及び６月

３０日で区切るものとする。

( ) １月１日から３月３１日までの申請は、３月３１日で区切る。1
( ) ４月１日から６月３０日までの申請は、６月３０日で区切る。2
( ) ７月１日から９月３０日までの申請は、９月３０日で区切る。3
( ) １０月１日から１２月３１日までの申請は、１２月３１日で区切る。4

（ 「 」 。）２ 原動機型式認定の申請書及びその添付書類 以下 原動機認定申請書等 という

に係る事項について（１及び２）

指定要領に定める 認定申請書等に関しては、次のとおりとする。原動機

( ) 申請期日は、原動機認定申請書等を提出した年月日とする。1
( ) 連絡先については、原動機認定申請書等について責任を有する者の連絡先を記2

。 、 、入することとする また 連絡先の住所が申請者の住所と異なる場合においては

当該連絡先の住所を記入することとする。

( ) 原動機認定申請書等に日本語以外の言語を用いる場合においては、その和訳を3
併記するものとする。

( ) 原動機認定申請書等は、国土交通省総合政策局建設施工企画課に２通提出する4
こととする。

( ) 原動機の名称及び型式（１( )）5 2

同時に複数の 認定申請を行う場合には、認定申請する全ての原動機の名原動機

称及び型式の目録を添付するものとする。

( ) 認定申請に係る原動機（以下「申請原動機」という ）の構造及び性能を記載6 。

した書面（２( )）1
排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程の取扱いについて（平成１８

年３月１７日付け国総施第１８８号 以下 規程の取扱い という 第２の２( )。 「 」 。） 6
に定める以下に掲げる書面をいう。

① 原動機諸元表（規程の取扱い別記様式１）

② 原動機同一型式の構成表（規程の取扱い別記様式２）

③ 試験 の性能（規程の取扱い別記様式３）原動機

④ 排出ガス成分発生量の低減に寄与する措置の内容を簡潔に記述した説明書
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原動機同一型式の構成表 について( ) （規程の取扱い別記様式２）7

① 同一の型式として処理できる原動機の範囲は、申請原動機と別紙１（原

動機の型式を区分する事項）に 項目の全てが同一であるものとする。掲げる

原動機同一型式の構成表（規程の取扱い別記様式２）の記載に当たっては、②

のうち、排出ガス対策型原動機技術基準に適合していることを確申請原動機

認するための （以下「 」という ）に関して、試験に供する原動機 試験原動機 。

その選定理由が分かるようにその他の欄に記載することとする。

( ) 申請原動機の外観図（同( )）8 2
申請原動機の外観図には 識別書（規程の取扱い別記様式４）を添付する原動機

こととする。

( ) 排出ガス対策型原動機技術基準に適合することを証する書面（同( )）9 3
技術基準の取扱い付表の原動機排出ガス測定結果表をいう。

( ) 申請原動機の品質管理の実施要領及び業務組織を記載した書面（同( )）10 4
申請原動機の検査を行う担当部署及びその実施要領（少なくとも検査の項目及

び方法並びに検査用機械器具の名称及び能力を含む ）についての記載をいう。。

( ) 申請原動機を取り付けることができる建設機械の範囲（同( )）11 5
申請原動機を取り付ける予定の建設機械全ての名称及び型式（第８の２(5)①

参照 、又は取り付けることができる吸入負圧及び排気圧力の範囲のいずれかを）

いう。ただし、吸入負圧及び排気圧力については、以下のとおりとする。

① 吸入負圧は、吸気マニホールド（過給機付きのものにあっては、過給機）入

口上流約 以内の位置における静圧をいう。0.5m
② 排気圧力は、排気マニホールド（過給機付きのものにあっては、過給機）出

口下流約 以内の位置における静圧をいう。0.5m
( ) 契約書（同( )）12 7

日本語以外の言語を用いる場合においては、その和訳を併記するものとする。

( ) その他国土交通省大臣官房技術審議官が定める書面（同( )）13 8
規程の取扱い第２の２( )に定める以下に掲げる書面をいう。13

① 申請原動機に関する評定書（規程の取扱い別添１の排出ガス対策型原動機評

定指針に定める評定様式）をいう。

、 （ 「 」 。）② 申請 が 型式認定の申請者 以下 原動機型式認定申請者 という原動機

原動機 原動機と異なる製作者が供給する と同一のものである場合においては、

同一証明書（規程の取扱い別記様式５）

③ 当該申請 が、原動機型式認定申請者とそれ以外の者と共同で供給しよ原動機

うとするものである場合においては、 共同供給証明書（規程の取扱い別原動機

記様式６）

３ 評定書について

( ) ２( )①の評定書は、次に掲げる要件を全て満たす機関（以下「 評定機1 13 原動機

関」という ）が、申請原動機の排出ガス性能に関して評定し、かつ、その結果。

を記載した書類をいう。
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① 評定機関の設置趣旨が、評定の実施に当たって妥当なものであり、か原動機

つ、当該機関が原動機又は建設機械の製作又は販売を業としていないこと。

② 評定業務の遂行に必要な体制が整えられていること。

③ 特定の評定申請者から出資又は財政的支援を集中的に受けていないこと。

④ 原動機からの排出ガスに関する審査及び評価の実績が５年以上あること。

( ) 評定機関は、規程の取扱い別添１の排出ガス対策型原動機評定指針に基2 原動機

づき、評定を行う要領（以下「原動機評定要領」という ）を策定するものとす。

。る

４ について試験原動機

( ) は、原則として、当該試験を行う時点で運転の用に供し1 試験原動機に関して

ていないもの及び( )に定める条件により運転したもの（以下「長時間運転試2
験原動機」という ）を、それぞれ原動機評定機関に提示することとする。た。

だし、５に定める書面の提出が行われた場合においては、運転の用に供して

いない原動機のみでよいこととする。

いずれの要件も満たし( ) 長時間運転試験原動機に係る運転条件は、次に掲げる2
次の表の左欄に掲げる原動機の種別ごとに、右欄に掲げるた運転方法により、

運転時間以上運転することとする。また、長時間運転試験原動機の選定に関

しては、 長時間運転実施要領によることとする。規程の取扱い別添２の

① 原動機を運転している間の平均負荷率が４０％以上であること。

② 原動機を定格回転速度の６０％以上で運転している時間の割合が７０％以上

であること。

③ 原動機を定格回転速度の９０％以上で運転している時間の割合が２０％以上

であること。

原動機の種別 運転時間

定格出力が８ 以上１９ 未満 時間kW kW 3,000

定格出力が１９ 以上３７ 未満 時間kW kW 5,000

定格出力が３７ 以上５６０ 以下 時間kW kW 8,000

５ 試験原動機の提示に代わる措置について長時間運転

、( ) 次に掲げるいずれの要件も満たした書面の提出が行われた場合においては1
長時間運転試験原動機の提示は不要とする。

① 原動機について、４( )に掲げる運転を行ったことを証する書面又は試験 2
４( )に掲げる運転により原動機に生じる機能の劣化と同等以上の劣化を当2
該原動機に生じさせる運転を行ったことを証する書面

② ①の運転を行った 原動機が、 第３の１に定める排出ガス対試験 指定要領
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策型原動機技術基準に適合していることを証する書面

( ) ( )の書面の様式は、 長時間運転実施要領によること2 1 規程の取扱い別添２の

とする。

６ 原動機 認定の申請の特例型式

原動機 当該申請原動機に関して本人以外の者から供給を受けて型式認定申請者が

場合においては、 認いる、又は本人以外の者と共同で供給しようとしている 原動機

定申請書等の提出に代えて、以下に掲げる書面の提出を行うことができる。

( ) 当該申請原動機に関して本人以外の者から供給を受けている場合1
以下に掲げる全ての書面

① の構成表（規程の取扱い別記様式２）原動機同一型式

② 識別書（規程の取扱い別記様式４）原動機

③ 供給者による排出ガス対策型 同一証明書（規程の取扱い別記様式５）原動機

( ) 当該申請原動機に関して本人以外の者と共同で供給しようとしている場合2
以下に掲げる全ての書面

① いずれかの者による原動機同一型式の構成表（規程の取扱い別記様式２）

② 識別書（規程の取扱い別記様式４）原動機

③ 申請原動機の品質管理の実施要領及び業務組織を記載した書面（指定要領第

４の２(4)）

④ 共同供給証明書（規程の取扱い別記様式６）原動機

第３ 黒煙浄化装置の型式認定の （第５）申請に係る事項について

１ 黒煙浄化装置の型式認定の申請（以下「黒煙浄化装置認定申請」という ）の区切。

り（１）

黒煙浄化装置認定申請の区切りについては、第２の１と同様とする。

２ 黒煙浄化装置型式認定の申請書及びその添付書類（以下「黒煙浄化装置認定申請書

等」という ）に係る事項について（１及び２）。

指定要領に定める黒煙浄化装置認定申請書等に関しては、次のとおりとする。

( ) 申請期日は、黒煙浄化装置認定申請書等を提出した年月日とする。1
( ) 連絡先については、黒煙浄化装置認定申請書等について責任を有する者の連絡2

先を記入することとする。また、連絡先の住所が申請者の住所と異なる場合にお

いては、当該連絡先の住所を記入することとする。

( ) 黒煙浄化装置認定申請書等に日本語以外の言語を用いる場合においては、その3
和訳を併記するものとする。

( ) 黒煙浄化装置認定申請書等は、国土交通省総合政策局建設施工企画課に２通提4
出することとする。

( ) 黒煙浄化装置の名称及び型式（１( )）5 2
同時に複数の認定申請を行う場合には、認定申請する全ての黒煙浄化装置の名

称及び型式の目録を添付するものとする。

( ) 認定申請に係る黒煙浄化装置（以下「申請黒煙浄化装置」という ）の構造及6 。

び性能を記載した書面（２( )）1



- 6 -

以下に掲げる書面をいう。

① 黒煙浄化装置仕様書（別記様式１）

② 黒煙の低減に寄与する措置の内容を簡潔に記述した説明書（以下「黒煙浄化

装置低減方式説明書」という ）。

( ) 黒煙浄化装置仕様書（別記様式１）について7
① 黒煙浄化装置仕様書（別記様式１）の記載に当たっては、黒煙浄化装置仕様

のうち、書の記載要領（別添２）に従うものとする。また、申請黒煙浄化装置

排出ガス対策型 技術基準に適合していることを確認するための黒煙浄化装置

（以下「 」という ）に関し試験の用に供する黒煙浄化装置 試験黒煙浄化装置 。

て、その選定理由が分かるようにその他の欄に記載することとする。

黒煙浄化装置② 同一の名称（以下「同一名称」という ）として処理できる。

、 （ ）の範囲は 申請 と別紙２ 黒煙浄化装置の名称を区分する事項黒煙浄化装置

に 項目の全てが同一であるものとする。掲げる

( ) 申請黒煙浄化装置の構造図（同(2)）8
当該型式の製作図面から細部の寸法を除いたＡ４版図面とし、外観寸法、内部

構造（触媒部の構造、フィルタ部の構造、フィルタ部のシール構造等）が分かる

ものとする。

( ) 黒煙浄化装置低減方式説明書について9
黒煙浄化装置低減方式説明書の記載に当たっては、黒煙浄化装置低減方式説明

書の記載要領（別添３）に従うものとする。

（ ）( ) 黒煙浄化装置10 排出ガス対策型 技術基準に適合することを証する書面 同( )3
技術基準の取扱い付表の原動機排出ガス測定結果表をいう。

（ ）( ) 申請黒煙浄化装置の品質管理の実施要領及び業務組織を記載した書面 同( )11 4
申請黒煙浄化装置の検査を行う担当部署及びその実施要領（少なくとも検査の

項目及び方法並びに検査用機械器具の名称及び能力を含む ）についての記載を。

いう。

( ) 契約書（同( )）12 6
日本語以外の言語を用いる場合においては、その和訳を併記するものとする。

( ) その他国土交通省大臣官房技術審議官が定める書面（同( )）13 7
以下に掲げる書面をいう。

① 申請黒煙浄化装置に関する評定書（別添４の 黒煙浄化装置評排出ガス対策型

定指針に定める評定様式）をいう。

② 申請黒煙浄化装置が、型式認定の申請者（以下「黒煙浄化装置型式認定申請

者」という ）と異なる製作者が供給する黒煙浄化装置と同一のものである場。

合においては、黒煙浄化装置同一証明書（別記様式２）

③ 当該申請黒煙浄化装置が、黒煙浄化装置型式認定申請者とそれ以外の者と共

同で供給しようとするものである場合においては、黒煙浄化装置共同供給証明

書（別記様式３）

３ 評定書について
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黒煙浄化装置( ) ２( )①の評定書は、次に掲げる要件を全て満たす機関（以下「1 13

評定機関」という ）が、申請 の排出ガス性能に関して評定し、か。 黒煙浄化装置

つ、その結果を記載した書類をいう。

① 評定機関の設置趣旨が、評定の実施に当たって妥当なものであ黒煙浄化装置

り、かつ、当該機関が黒煙浄化装置、原動機又は建設機械の製作又は販売を業

としていないこと。

② 評定業務の遂行に必要な体制が整えられていること。

③ 特定の評定申請者から出資又は財政的支援を集中的に受けていないこと。

④ に係る排出ガスに関する審査及び評価の実績が５年以上あ黒煙浄化装置等

ること。

( ) 評定機関は、別添４の 評定指針に2 黒煙浄化装置 排出ガス対策型黒煙浄化装置

基づき、評定を行う要領（以下「 評定要領」という ）を策定する黒煙浄化装置 。

。ものとする

(3) 提出する評定書は当該書面の写しでもよいこととする。その場合においては、

原本については申請者が申請後５年間保管することとする。

４ 認定の申請の特例黒煙浄化装置型式

当該申請 に関して本人以外の者か黒煙浄化装置型式認定申請者が 黒煙浄化装置

場合においら供給を受けている、又は本人以外の者と共同で供給しようとしている

ては、黒煙浄化装置認定申請書等の提出に代えて、以下に掲げる書面の提出を行

うことができる。

( ) 当該申請 に関して本人以外の者から供給を受けている場合1 黒煙浄化装置

以下に掲げる全ての書面

① 黒煙浄化装置仕様書（別記様式１）

② 供給者による黒煙浄化装置同一証明書（別記様式２）

( ) 当該申請 に関して本人以外の者と共同で供給しようとしている場2 黒煙浄化装置

合以下に掲げる全ての書面

① いずれかの者による黒煙浄化装置仕様書（別記様式１）

② 申請 の品質管理の実施要領及び業務組織を記載した書面（指定黒煙浄化装置

要領第５の２(4)）

③ 黒煙浄化装置共同供給証明書（別記様式３）

第４ 変更の認定について（第７）

１ 変更の認定の申請（以下「変更認定申請」という ）の区切り（１及び２）。

原動機の変更認定申請及び黒煙浄化装置の変更認定申請の区切りについては、第２

の１と同様とする。

２ 変更認定申請の方法（１及び２）

( ) 認定原動機に係る変更の申請（１）1
原動機の変更認定申請に当たっては、変更前の認定原動機申請書等を添付等す

ることにより当該変更箇所が分かるようにするものとする。

( ) 認定黒煙浄化装置に係る変更の申請（２）2
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黒煙浄化装置の変更認定申請に当たっては、変更前の認定黒煙浄化装置申請書

等を添付等することにより当該変更箇所が分かるようにするものとする。

３ 変更認定申請の特例（１）

の構成表（規程の取扱い別記様式２）に関しては、試験原動機の性原動機同一型式

原動能に変更が無い範囲内で新たな原動機識別記号を追加する場合においては、当該

の構成表を国土交通省大臣官房技術審議官に届け出ることをもって足りる機同一型式

ものとする。

第５ 型式認定の変更の届出について（第８）

１ 型式認定の変更の届出の区切りについて（１及び２）

原動機型式認定及び黒煙浄化装置型式認定の変更の届出（以下「認定変更届出」と

いう ）の区切りについては、第２の１と同様とする。。

２ 認定変更届出の方法（１）

( ) 認定原動機に係る変更届出（１）1
原動機の認定変更届出を行うに当たっては、変更前の認定原動機申請書等を添

付等することにより当該変更箇所が分かるようにするものとする。

( ) 認定黒煙浄化装置に係る変更届出（１）2
黒煙浄化装置の認定変更届出を行うに当たっては、変更前の認定黒煙浄化装置

申請書等を添付等することにより当該変更箇所が分かるようにするものとする。

第６ 認定の取消しについて（第９）

相当期間（１( )）とは、原動機型式認定申請者又は黒煙浄化装置型式認定申請者4
が定める申請原動機又は申請黒煙浄化装置の品質保証期間とする。

第７ 型式指定について（第１１）

指定の審査期間（１及び２）１

、 、建設機械の トンネル工事用建設機械の指定指定及び の審査期間は 原則として

第２の１( )から( )までに掲げる区切りの期日から３ヶ月以内に行う。1 4
（１）２ 排出ガス対策型建設機械技術基準について

国土交通省大臣官房技術審議官が定める方法とは、 別添３技術基準の取扱い

によるものとする。の無負荷急加速黒煙の測定方法

（２）３ トンネル工事用排出ガス対策型建設機械技術基準について

国土交通省大臣官房技術審議官が定める方法とは、 別添３技術基準の取扱い

によるものとする。の無負荷急加速黒煙の測定方法

第８ 建設機械の型式指定の申請に係る事項について ）（第１２

１ 建設機械の型式指定の申請（以下「建設機械指定申請」という ）の区切り（１）。

建設機械指定申請の区切りについては、第２の１と同様とする。

２ 型式指定の申請書及びその添付書類（以下「建設機械指定申請書等」という ）に。

係る事項について（１及び２）

指定要領に定める建設機械指定申請書等に関しては、次のとおりとする。

( ) 申請期日は、建設機械指定申請書等を提出した年月日とする。1
( ) 連絡先については、建設機械指定申請書等について責任を有する者の連絡先を2



- 9 -

記入することとする。また、連絡先の住所が申請者の住所と異なる場合において

は、当該連絡先の住所を記入することとする。

( ) 建設機械指定申請書等に日本語以外の言語を用いる場合においては、その和訳3
を併記するものとする。

( ) 建設機械指定申請書等は、国土交通省総合政策局建設施工企画課に２通提出す4
ることとする。

( ) 建設機械の名称及び型式（１( )）5 2
① 「建設機械の名称」とは、請負工事機械経費積算要領（昭和４９年３月１５日

付け建設省機発第４４号。以下同じ ）別表第１の建設機械等損料算定表に定め。

る機種名をいう。

② 同時に複数の建設機械の指定申請を行う場合においては、申請する全ての建設

機械の名称及び型式の目録を添付するものとする。

( ) 建設機械の構造、装置及び性能を記載した書面（２( )）6 1
認定原動機の製作又は販売を業とする者による原動機諸元表（規程の取扱い別

記様式１）及び同原動機同一型式の構成表（規程の取扱い別記様式２）並びに建

設機械仕様書（規程の取扱い別記様式７）をいう。

( ) 建設機械の写真（同( )）7 2
前方、左側方及び右斜め後方を、それぞれ写した写真を１枚の日本工業規格Ａ

４の用紙に貼り付けることとする。

( ) 排出ガス対策型建設機械技術基準に適合することを証する書面（同( )）8 3
技術基準の取扱い別添３付表の無負荷急加速黒煙測定結果表をいう。また、提

出する書面は当該付表の写しを用いるとともに、原本については申請者が申請後

５年間保管することとする。

( ) 指定申請に係る建設機械（以下「申請建設機械」という ）の品質管理の実施9 。

要領及び業務組織を記載した書面（同( )）4
申請建設機械の品質管理の実施要領及び業務組織を記載した書面については、

第２の２( )と同様とする。10
( ) 契約書（同( )）10 6

契約書については、第２の２( )と同様とする。12
( ) その他国土交通省大臣官房技術審議官が定める書面（同( )）11 7

以下に掲げる書面をいう。

① 申請建設機械が、型式指定の申請者（以下「建設機械型式指定申請者」とい

う ）と異なる製作者が供給する建設機械と同一のものである場合においては、。

建設機械同一証明書（規程の取扱い別記様式８ 。）

② 当該申請建設機械が、建設機械型式指定申請者とそれ以外の者と共同で供給

しようとするものである場合においては、建設機械共同供給証明書（規程の取

扱い別記様式９ 。）

３ 建設機械 指定の申請の特例型式

建設機械 当該建設機械に関して本人以外の者から供給を受けて型式指定申請者が
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いる、又は本人以外の者と共同で供給しようとしている 建設機械場合においては、

指定申請書等の提出に代えて、以下に掲げる書面の提出を行うことができる。

( ) 当該申請建設機械に関して本人以外の者より供給を受けている場合1
以下に掲げる全ての書面

① 建設機械仕様書（規程の取扱い別記様式７）

② 当該申請建設機械の写真（ 第１２の ）指定要領 ２(2)

③ 供給者による建設機械同一証明書（規程の取扱い別記様式８）

( ) 当該申請建設機械に関して本人以外の者と共同で供給しようとしている場合2
以下に掲げる全ての書面

① 建設機械仕様書（規程の取扱い別記様式７）

② 当該申請建設機械の写真（ 第１２の ）指定要領 ２(2)

申請建設機械の品質管理の実施要領及び業務組織を記載した書面（指定要領③

２(4)）第１２の

建設機械共同供給証明書（規程の取扱い別記様式９）④

第９ トンネル工事用建設機械の型式指定の申請に係る事項について ）（第１３

１ トンネル工事用建設機械の型式指定の申請（以下「トンネル工事用建設機械指定申

請」という ）の区切り（１）。

トンネル工事用建設機械指定申請の区切りについては、第２の１と同様とする。

２ トンネル工事用建設機械型式指定の申請書及びその添付書類（以下「トンネル工事

用建設機械指定申請書等」という ）に係る事項について（１及び２）。

指定要領に定めるトンネル工事用建設機械指定申請書等に関しては、次のとおりと

する。

( ) 申請期日は、トンネル工事用建設機械指定申請書等を提出した年月日とする。1
( ) 連絡先については、トンネル工事用建設機械指定申請書等について責任を有す2

る者の連絡先を記入することとする。また、連絡先の住所が申請者の住所と異な

る場合においては、当該連絡先の住所を記入することとする。

( ) トンネル工事用建設機械指定申請書等に日本語以外の言語を用いる場合におい3
ては、その和訳を併記するものとする。

( ) トンネル工事用建設機械指定申請書等は、国土交通省総合政策局建設施工企画4
課に２通提出することとする。

( ) トンネル工事用建設機械の名称及び型式（１( )）5 2
「 」 、 。① トンネル工事用建設機械の名称 については 第８の２( )①と同様とする5

② 同時に複数のトンネル工事用建設機械の指定申請を行う場合においては、申請

する全てのトンネル工事用建設機械の名称及び型式の目録を添付するものとす

る。

( ) トンネル工事用建設機械の構造、装置及び性能を記載した書面（２( )）6 1
トンネル工事用建設機械仕様書（別記様式４ 、認定原動機の製作又は販売を）

業とする者による原動機諸元表（規程の取扱い別記様式１）及び同原動機同一型

式の構成表（規程の取扱い別記様式２）をいう。
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( ) トンネル工事用建設機械の写真（同( )）7 2
前方、左側方及び右斜め後方を、それぞれ写した写真を１枚の日本工業規格Ａ

４の用紙に貼り付けることとする。

( ) トンネル工事用排出ガス対策型建設機械技術基準に適合することを証する書面8
（同( )）3

技術基準の取扱い別添３付表の無負荷急加速黒煙測定結果表をいう。

① 提出する書面は当該付表の写しを用いるとともに、原本については申請者が

申請後５年間保管することとする。

② 無負荷急加速黒煙測定結果表（技術基準の取扱い別添３付表）に記載する測

定結果が原動機諸元表（規程の取扱い別記様式１）の黒煙の欄に記載された排

出ガス濃度の値と大きく異なると認められた場合においては、その理由を記載

した書面。

（ 「 」( ) 指定申請に係るトンネル工事用建設機械 以下 申請トンネル工事用建設機械9
という ）の品質管理の実施要領及び業務組織を記載した書面（同( )）。 4

申請トンネル工事用建設機械の品質管理の実施要領及び業務組織を記載した書

面については、第２の２( )と同様とする。10
( ) 契約書（同( )）10 6

契約書については、第２の２( )と同様とする。12
( ) その他国土交通省大臣官房技術審議官が定める書面（同( )）11 7

以下に掲げる全ての書面

① 申請トンネル工事用建設機械が、型式指定の申請者（以下「トンネル工事用

建設機械型式指定申請者」という ）と異なる製作者が供給するトンネル工事。

用建設機械と同一のものである場合においては、トンネル工事用建設機械同一

証明書（別記様式５ 。）

② 当該申請トンネル工事用建設機械が、型式指定申請者とそれ以外の者と共同

で供給しようとするものである場合においては、トンネル工事用建設機械共同

供給証明書（別記様式６ 。）

３ トンネル工事用建設機械 指定の申請の特例型式

トンネル工事用建設機械 当該トンネル工事用建設機械に関して型式指定申請者が

本人以外の者から供給を受けている、又は本人以外の者と共同で供給しようとして

場合においては、 指定申請書等の提出に代えて、以いる トンネル工事用建設機械

下に掲げる書面の提出を行うことができる。

( ) 当該申請トンネル工事用建設機械に関して本人以外の者より供給を受けている1
場合

以下に掲げる全ての書面

① トンネル工事用建設機械仕様書（別記様式４）

② 当該申請 建設機械の写真（ 第１３の ）トンネル工事用 指定要領 ２(2)

③ 供給者によるトンネル工事用建設機械同一証明書（別記様式５）

( ) 当該申請トンネル工事用建設機械に関して本人以外の者と共同で供給しようと2
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している場合

以下に掲げる全ての書面

① トンネル工事用建設機械仕様書（別記様式４）

② 当該申請 建設機械の写真（ 第１３の ）トンネル工事用 指定要領 ２(2)

③ 申請トンネル工事用建設機械の品質管理の実施要領及び業務組織を記載した

書面（指定要領 ２(4)）第１３の

④ トンネル工事用建設機械共同供給証明書（別記様式６）

第１０ 変更の承認について（第１５）

１ 変更の承認の申請（以下「変更承認申請」という ）の区切り（１及び２）。

建設機械の変更承認申請及びトンネル工事用建設機械の変更承認申請の区切りにつ

いては、第２の１と同様とする。

２ 変更承認申請の方法

建設機械の変更承認申請及びトンネル工事用建設機械の変更承認申請に当たって

は、変更前の建設機械指定申請書等又はトンネル工事用建設機械指定申請書等を添付

することにより当該変更箇所が分かるようにするものとする。

( ) 指定建設機械に係る変更承認申請（１）1
指定建設機械の変更承認申請に当たっては、変更前の建設機械指定申請書等を

添付等することにより当該変更箇所が分かるようにするものとする。

( ) 指定トンネル工事用建設機械に係る変更承認申請（２）2
指定トンネル工事用建設機械の変更承認申請を行うに当たっては、変更前のト

ンネル工事用建設機械指定申請書等を添付等することにより当該変更箇所が分か

るようにするものとする。

第１１ 型式指定の変更の届出について（第１６）

１ 変更の届出（以下「指定変更届出」という ）の区切り（１及び２）。

建設機械の指定変更届出及びトンネル工事用建設機械の指定変更届出の区切りにつ

いては、第２の１と同様とする。

２ 指定変更届出の方法

( ) 指定建設機械に係る変更届出（１）1
建設機械の指定変更届に当たっては、変更前の建設機械指定申請書等を添付等

することにより当該変更箇所が分かるようにするものとする。

( ) 指定トンネル工事用建設機械に係る変更届出（２）2
トンネル工事用建設機械の指定変更届を行うに当たっては、変更前のトンネル

工事用建設機械指定申請書等を添付等することにより当該変更箇所が分かるよう

にするものとする。

第１２ 指定の取消しについて（第１７）

相当期間（３( )）については、指定建設機械又は指定トンネル工事用建設機械の製5
造を中止した年度における建設機械等損料算定表の標準使用年数とする。

第１３ 指定建設機械とみなす物について（第１８）

国土交通省大臣官房技術審議官が定める書類とは、以下に掲げる全ての書類をいう。
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(1) 当該みなし指定建設機械が、第１８の１(1)から(3)に定める道路運送車両法第

７５条第１項の規定によりその型式について指定を受けた当該自動車又は道路運

送車両法施行規則第６２条の３の規定によりその型式について認定を受けた小型

特殊自動車並びに特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第１０条第１項

の規定によりその型式について届出された当該特定特殊自動車としての構造及び

性能が同一であることを証する書類

( ) 当該みなし指定建設機械の製作日を証する書類2
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別紙１ 原動機の型式を区分する事項

原動機の型式を区分する事項は、下表の左欄に掲げる項目とする。

項目 例

原動機の種別（注） 定格出力が１９ 以上３７ 未満である原動機kW kW

燃焼サイクル ２サイクル、４サイクル

冷却方式 空冷、水冷

シリンダ・ブロック形状 直列・ 型V

シリンダ・ボアの中心間距離

総排気量 内径、行程

燃焼室形式 副室式、直噴式

燃料供給方式 気化器、ポート内燃料噴射、筒内燃料噴射、列形、分

配形、ユニットインジェクタ、コモンレール等の別

OHC OHV弁機構 、

過給機 装着の有無

給気冷却器 装着の有無

後処理装置 触媒

触媒の種類 酸化、還元、三元等の別

触媒の形式 ペレット、モノリス

触媒の個数

触媒の主要成分 白金、ロジウム、パラジウム

触媒の取付け位置 排気マニホールド内、床下

の個数DPF

排気ガス再循環装置 装着の有無

（注）原動機の種別とは排出ガス対策型原動機の認定及び排出ガス対策型建設機械の指定

に関する技術基準（平成１８年国土交通省告示第３４９号）第２条に定める表中欄

に掲げるものをいう。



- 15 -

別紙２

黒煙浄化装置の名称を区分する事項

黒煙浄化装置の名称に関しては以下に掲げる項目が異なるごとに固有の名称を有するも

のとする。

１．黒煙浄化装置の形式など

① 浄化の仕組み。

② フィルタを使用している場合は、フィルタの種類。

③ 触媒を使用している場合は、触媒の種類。

④ 浄化装置の再生方法。

２．対象出力

［ 、 、 、 、 ］基本エレメント フィルタ数 濾過面積 濾過体積 ＤＰＦユニット数 触媒装置等

当たり装着対象となる原動機の出力。
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別記様式１

黒煙浄化装置仕様書

製 造 業 者 名 ：

の名称 ：黒煙浄化装置

黒 煙 低 減 方 式 ：

黒 煙 浄 化 率 ：

フ ィ ル タ 材 料 ： 製造業者名：

基本ｴﾚﾒﾝﾄの単位 ：

基本ｴﾚﾒﾝﾄ当たり原動機出力 ：

再 生 方 式 ：

再 生 間 隔 ：

再 生 時 の 制 限 ：

再生用ヒータの種類 ： 製造業者名：

フィルタ交換時期 ：

触 媒 等 の 種 類 ： 製造業者名：

供給物等の種類 ： 製造業者名：

断熱材の種類・厚さ ： 製造業者名：

その他 ：

型式別仕様

対象原動機出力 ( )kW
基本ｴﾚﾒﾝﾄの数量

長さ ( )mm
基本寸法 幅 ( )mm

高さ ( )mm
乾燥質量 ( )kg
圧力損失 再生直前

( ) 再生直後kPa
再生時の所要電力( )W

g/h再生用燃料の消費量(

供給物の供給量

供給物のタンク容量

装置の概略形状と寸法位置

注） ) 原動機出力は、 によるものとする。1 JIS B 8008
) 単位は、ＳＩ単位（出力は「 ）で表記する。2 kW」

) 当該黒煙浄化装置の仕様として、適切でない項目は削除して良い。3
) 当該黒煙浄化装置の仕様として、記述すべき事項は適宜追加する。4
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別記様式２

黒煙浄化装置同一証明書

平成 年 月 日

国土交通省大臣官房技術審議官 殿

氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名） 印

住 所

第３次排出ガス対策型建設機械指定要領の取扱いについて第３の２(13)②に基づき、下

記の黒煙浄化装置は弊社にて製造し、△△△△株式会社に供給していることを証明致しま

す。

記

１．弊社における黒煙浄化装置の名称及び型式

○○○○○

２．供給先における黒煙浄化装置の名称及び型式

△△△△株式会社 △△△△△△

備考 （１）氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
（２）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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別記様式３

黒煙浄化装置共同供給証明書

平成 年 月 日

国土交通省大臣官房技術審議官 殿

氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名） 印

住 所

氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名） 印

住 所

氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名） 印

住 所

第３次排出ガス対策型建設機械指定要領の取扱いについて第３の２(13)③の規定に基づ

き、○○○○株式会社、△△△△株式会社及び□□□□株式会社の下記黒煙浄化装置は、

共同で供給しようとするものであることを証明致します。

記

１．○○○○株式会社における黒煙浄化装置の名称及び型式

○○○○○

２．△△△△株式会社における黒煙浄化装置の名称及び型式

△△△△△

３．□□□□株式会社における黒煙浄化装置の名称及び型式

□□□□□

備考 （１）氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
（２）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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別記様式４

トンネル工事用建設機械仕様書

１．装着黒煙浄の名称及び型式

２．装着原動機識別記号

３．トンネル工事用建設機械の構造、装置及び性能

４．トンネル工事用建設機械の主要規格

項 目 内 容

規 諸 元

定 格 出 力

格 質 量

５．トンネル工事用建設機械の吸入負圧及び排気圧力

備考 ( ) トンネル工事用建設機械の構造、装置及び性能欄に全て記載できない場合は、1
申請者が定める様式の仕様書を添付することで、記載に代えることができるもの

とする。この場合においては、当該欄に「別添仕様書参照」と記載するものとす

る。

( ) トンネル工事用建設機械の諸元に関しては、請負工事機械経費積算要領別表第2
１の建設機械等損料算定表を参考に記載することとする。

( ) 吸入負圧及び排気圧力は定格点における値とする。3
( ) 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。4
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別記様式５

トンネル工事用建設機械同一証明書

平成 年 月 日

国土交通大臣 殿

氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名） 印

住 所

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程の取扱いについて第９の２( )①11
に基づき、下記の建設機械は弊社にて製造し、△△△△株式会社に供給していること

を証明致します。

記

１．トンネル工事用建設機械の名称

２．トンネル工事用建設機械の主要規格

搭載原動機製作者 装着黒煙浄化装置製作者定格出力 質 量
搭載原動機の 装着黒煙浄化装置の諸 元 回転速度
名称及び型式 名称及び型式( ) ( 又は )kW/min t kg－１

３．○○○○株式会社における建設機械の型式

○○○○○

４．△△△△株式会社における建設機械の型式

△△△△△

備考 ( ) 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。1
( ) トンネル工事用建設機械の名称及び諸元に関しては、請負工事機械経費積算要2

領別表第１の建設機械等損料算定表を参考に記載することとする。

( ) 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。3



- 21 -

別記様式６

トンネル工事用建設機械共同供給証明書

平成 年 月 日

国土交通大臣 殿

氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名） 印

住 所

氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名） 印

住 所

氏名又は名称（法人にあっては、その代表者の氏名） 印

住 所

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程の取扱いについて第９の２( )②11
に基づき、○○○○株式会社、△△△△株式会社ならびに□□□□株式会社の下記型

式が同一の建設機械であることを証明致します。

記

１．トンネル工事用建設機械の名称

２．トンネル工事用建設機械の主要規格

搭載原動機製作者 装着黒煙浄化装置製作者定格出力 質 量
搭載原動機の 装着黒煙浄化装置の諸 元 回転速度
名称及び型式 名称及び型式( ) ( 又は )kW/min t kg－１

３．○○○○株式会社における建設機械の型式
○○○○○

４．△△△△株式会社における建設機械の型式

△△△△△

５．□□□□株式会社における建設機械の型式

□□□□□

備考 ( ) 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。1
( ) トンネル工事用建設機械の名称及び諸元に関しては、請負工事機械経費積算要2

領別表第１の建設機械等損料算定表を参考に記載することとする。

( ) 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。3
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別添１

黒煙浄化装置の測定方法

１ 適用範囲

これは、黒煙浄化装置にのみ適用する。

なお、黒煙浄化装置とは、吸入空気又は燃料に何らかを混入する装置、吸気系

統又は燃料系統に何らかを装着する装置、吸気系統又は燃料系統に何らかを装着

する装置、原動機の調整や改造を伴う装置、及び効果が現れるまで時間を要する

装置は対象としないこととする。

２ 測定方法

( ) 測定に供する原動機1
黒煙浄化装置の測定に当たっては、以下の①から④に掲げる原動機のい

ずれかに装着することとする。当該測定に供する原動機を「使用原動機」

という。

ただし、使用原動機の定格出力は、黒煙浄化装置が対象とする出力範囲

の最大の定格出力とし、かつ、定常状態及び過渡状態のそれぞれについて

黒煙の低減効果が確認できる黒煙濃度を示すものとする。

① 第３次排出ガス対策型建設機械指定要領（以下「指定要領」という ）。

第３の１の規定によりその型式について認定された排出ガス対策型原動

機

② 排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成１８年国土交

通省告示第３４８号。以下「規程」という ）第３条の規定によりその。

型式について認定された排出ガス対策型原動機

③定格出力が１９ｋＷ以上５６０ｋＷ未満の軽油を燃料とする原動機であ

って、道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示（平成１４年国土

交通省告示第６１９号）第４１条第１項第１５号、第２０号及び第２１

号並びに同条第２第１号の基準に適合し、かつ、道路運送車両法第７５

条の２第１項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等

発散防止装置

④定格出力が１９ｋＷ以上５６０ｋＷ未満の軽油を燃料とする原動機であ

って、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第６条第１項の規

定によりその型式について指定を受けた特定原動機

( ) 測定2
測定においては、第３次排出ガス対策型建設機械指定要領の取扱いにつ

いて（以下「指定要領の取扱い」という ）第１の２に基づくものとする。。

また、校正ガス濃度と測定ガス濃度をレコーダに記録することとする。

( ) 測定手順3
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① 黒煙浄化装置装着前の測定

黒煙浄化装置装着前の使用原動機について、排出ガス重量、黒煙濃度

及び出力等の測定を行うこととする。

過渡時黒煙は、最大の濃度が測定されるようにスモークメータの吸引

タイミングを調整することとする。

② 黒煙浄化装置の装着

申請者が定める方法にしたがって黒煙浄化装置を使用原動機に装着さ

せるものとする。ただし、使用原動機の調整等は行わないこととする。

黒煙浄化装置の搭載による使用原動機の排気圧力や排気温度等の変化

は、使用原動機が許容する範囲を超えてはならないものとする。

③ 黒煙浄化装置装着後の測定

黒煙浄化装置装着後の使用原動機について、排出ガス重量、黒煙濃度

及び出力等の測定を行うこととする。

過渡時黒煙は、最大の濃度が測定されるようにスモークメータの吸引

タイミングを調整することとする。
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別添２

黒煙浄化装置仕様書（別記様式１）の記載要領

以下の例にならって記載するものとする。

１．黒煙浄化装置の名称 ： 申請する黒煙浄化装置の名称を記入する。

２．黒 煙 低 減 方 式 ： 次の例にならって記入する。

例１．黒煙浄化部のみの場合

セラミックハニカム触媒付きフィルタ例記 )1
｜――― ――――｜― ―｜― ―｜┬ ┬ ┬

｜ ｜ フィルタ捕集の場合└
｜ 触媒付きの場合└

素材とその特徴

金属フォームフィルタ例記 )2
｜―― ――｜― ―｜┬ ┬

｜ フィルタ捕集の場合└
素材とその特徴（フォーム：多孔体）

例２．黒煙浄化部と他成分の浄化部に分かれている場合

触媒装置併用セラミックハニカムフィルタ例記 )3
｜―――――｜――― ――――｜― ―｜┬ ┬

｜ ｜ フィルタ捕集の場合└
｜ 素材とその特徴└

触媒部 ｜ 黒煙浄化部

３．黒 煙 浄 化 率 ： 例 ８０％以上

４．フ ィ ル タ 材 料 ： 例 多孔質コーディエライト（ ･ ･ ）MgO 2Al2O3 5SiO2
1 150mm 150mm５．基本ｴﾚ ﾒ ﾝ ﾄの単位 ： 例 ) １ユニット寸法 直径 × 長さ

例 ) フィルタ面積2
６．基本ｴﾚﾒﾝﾄ当たり原動機出力 ： 例 ) ５０ Ｗ／ﾕﾆｯﾄ 以下1 k

例 ) ９５ Ｗ／ｍ 以下2 k ２

申請する黒煙浄化装置の基本エレメント当たり原動機

出力を記入する。

出力の表示は によるものとし、単位は基本JIS B 8008
エレメントの種類により“ ﾕﾆｯﾄ “ ”等とすkW/ kW/L”、

る。

７．再 生 方 式 ： 例 補助燃焼材供給・電熱ヒータ併用強制燃焼

８．再 生 間 隔 ： 例 手動式（再生警告表示による）

９．再 生 時 の 制 限 ： 例 無負荷最低回転速度（約３０分間）

．再生用ヒータの種類 ： 例 シーズヒータ10
．フィルタ交換時期 ： 例 概略 ｈで本体ごと交換11 1000

（バックホウに用いた時の目安として）

．触 媒 等 の 種 類 ： 例 系酸化触媒12 Pd
．供 給 物 等 の 種 類 ： 例 軽油・空気13
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．断熱材の種類・厚さ ： 例 グラスファイバ （ケース外周）14 10mm
．型 式 別 仕 様15

同一型式を構成する全ての型式について記入する。

① 対象原動機出力 ： 申請する型式が対象とする原動機の最大出力を記入

する。出力の表示は によるものとする。JIS B 8008
② 基本ｴﾚﾒﾝﾄの数量 ： 各々の型式に使用される数量を記入する。

③ 基 本 寸 法 ： 申請する型式の装置寸法を長さ○○○ ×幅○○mm
○ ×高さ○○○ と記入する。mm mm

長さ：パイプ等を含まない装置本体の長さ

幅 ：突起物、取付ブラケット等を含まない装置本体の幅

高さ：突起物、取付ブラケット等を含まない装置本体の高さ

④ 圧 力 損 失 ： 強制燃焼を行うものは再生前後とし、再生を行わな

いもの及び自動再生を行うものは交換前後の値を記入す

る。

注) 対象原動機出力は、全て による表示となることに注意する （建設機械JIS B 8008 。

の定格出力の表示に用いられる規格と異なる場合が多い ）。
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別添３

黒煙浄化装置低減方式説明書の記載要領

ここに記述する黒煙浄化装置の低減方式は、一般的と考えられるフィルタにより黒煙

の捕集を行う方式を例にしたものであり、これ以外の低減方式による場合は、ここに記

述された事項の主旨にならって記載するものとする。

１．黒煙浄化装置の概要

① 黒煙浄化装置のシステム構成

黒煙浄化装置のシステム構成を図解する。

② 再生装置の概要

黒煙浄化装置のシステムに再生装置を組み込んでいる場合あるいは別途再生

装置と組み合わせて用いる場合は、再生装置の概要を図解する。

再生システムが捕集部を切り替えて再生を行うものは、その機構の概要が分

かるようにする。

③ フィルタの構造

黒煙浄化装置のフィルタ部分について、図解する。

セル密度、壁厚あるいはこれらに類する事項を明記する。

フィルタに直接触媒を担持する場合は、触媒の量（フィルタ触媒担持部の単

位体積当たりの量）を明記する。

④ 触媒部の構造

黒煙浄化装置のシステム構成に触媒部がある場合は、その部分を図解する。

触媒部に担持する触媒の量（触媒部の単位体積当たりの量）を明記する。

２．対象原動機出力の設定根拠

当該型式が対象とする原動機定格出力の最大値を設定した根拠を記述する。

記述例 〈１フィルタの圧力損失〉

上限圧力損失圧
安全率力

基準圧力損失損
失

Q排気ガス量

〈１フィルタの上限出力〉

設定上限出力
原
動
機
出
力

Q排気ガス量
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別添４

排出ガス対策型黒煙浄化装置評定指針

１．目 的

本評定指針は、第３次排出ガス対策型建設機械指定要領の取扱いについて（以下

「指定要領の取扱い」という ）第３の３に掲げる要件を満たす評定機関（以下「黒。

煙浄化装置評定機関」という ）が実施する黒煙浄化装置の評定に関し必要な事項を。

定める事を目的とし、第３の３( )に規定する黒煙浄化装置評定指針について定める2
ものである。

２．定 義

この指針において「評定試験」とは、当該評定機関の立会の下で実施される黒煙

浄化装置の装着前後における原動機の排出ガス重量及び出力等の測定（以下「排出

ガス等測定」という ）をいう。。

３．事前書類確認

評定機関は、評定試験の依頼者（以下「依頼者」という ）が、評定試験の事前に。

提出する次に掲げる書面に関してそれぞれ以下で定める内容について確認を行うこ

ととする。

( ) 黒煙浄化装置仕様書1
黒煙浄化装置仕様書（指定要領の取扱い別記様式１）に必要事項が記入されてお

り、それらが指定要領の取扱い別紙２の黒煙浄化装置の名称を区分する事項に規定

する黒煙浄化装置の名称（以下「黒煙浄化装置の名称」という ）の範囲から逸脱し。

ていないこと。

( ) 構造図2
浄化に作用する内部構造が黒煙浄化装置の名称の範囲から逸脱していないこと。

( ) 黒煙浄化装置低減方式説明書3
指定要領の取扱い別添３の黒煙浄化装置低減方式説明書の記載要領に従い記載さ

れており、それらが黒煙浄化装置の名称の範囲から逸脱していないこと。

( ) 取扱い説明書等4
（ ） 。黒煙浄化装置仕様書 指定要領の取扱い別記様式第１ に追加すべき事項の有無

黒煙浄化装置の再生方法、装着方法、保守方法及び注意事項等。

( ) 使用原動機報告書5
評定様式１に記入された内容が指定要領の取扱い別添１の黒煙浄化装置の測定方

法の２( )の規定に従っていること。定格出力等の測定値が仕様値と大きな違いが1
ないこと。

４．測定機器類の検査の確認

評定機関は、当該黒煙浄化装置の排出ガス等測定を行うための測定機器類につい

て、以下の確認を行う。

（１）検査内容の確認

測定機器類は、 （往復動内燃機関－排気排出物測定－第１部：ガスJIS B 8008-1
状排出物及び粒子状排出物の台上測定）で精度が定められているものは、その精

度内であることが確認され、それ以外の測定機器は、可能な限り、国際規格又は
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国内規格、定評ある技術機関の刊行物又は関連の科学文献もしくは定期刊行物に

公表された方法により確認されていること。

測定機器類は、定められた校正間隔による管理を行うことにより品質が確保さ

れていること。

検査方法が定められていないものに関しては、適用可能な場合においては、国

家計量標準に合致するよう運用されていること。

（２）検査書類の確認

測定機器類の検査結果は、試験室情報（ （往復動内燃機関－排気排JIS B 8008-6
）「 」、出物測定－第６部：試験報告 の 排気排出物測定試験報告用紙 ：試験室情報6-1

「排気排出物測定試験報告用紙 ：試験室情報 温度、圧力及び湿度」による）6-2
に記入されているとともに、主な測定機器（排出ガス測定装置，粒子状物質測定

装置、スモークメータ，空気流量計，燃料流量計、動力計等）の検査結果及び排

出ガス測定装置の校正に使用する校正ガスの検査成績書が添付してあること。

５．評定試験実施の決定

本評定指針３及び４の内容を確認した上で当該黒煙浄化装置の評定試験実施の可

否について検討することとする。

評定機関は、評定試験を行うに当たっては、測定項目を追加する必要性を認めた

場合においては、その旨を依頼者に通知することとする。

評定機関は、評定試験を行うに当たって、その必要性を認めた場合においては、

本評定指針に定める提出書類以外の資料についても提出を求めることができる。

６．評定

( ) 使用原動機について1
選定した使用原動機の出力に関しては、評定試験実施前に仕様値と大きな違いが

ないことを確認する。

評定試験に用いる燃料に関しては、指定要領の取扱い第１の２( )に定める規定を2
満たしていることを確認する。

( ) 評定試験について2
排出ガス等測定は、指定要領の取扱い別添１に従うこととする。

排出ガス等測定は、黒煙浄化装置装着前と同装置装着後の２回実施し、特別な理

由がない限り、１日の内に完結しなければならないこととする。

評定試験時においては、以下に掲げる項目の確認を行うこととする。

① 排出ガス測定装置が、校正ガスにより校正されていること。

② 測定される排出ガス等の測定値に異常な変動がないこと。

校正ガス（ゼロガスを含む）による排出ガス等の測定装置の校正結果と排出

ガス等の測定値が記録チャートで確認されていることが望ましい。

③ 無負荷急加速黒煙の測定時の吸引タイミング等が適切であること。

原動機の加速状態が記録チャートで確認されていることが望ましい。
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④ 排出ガス等の測定結果が排出ガス測定結果表に記入されていること。

７．評定書

評定機関は、当該黒煙浄化装置の浄化性能が基準値を満たしていると認められた

場合においては、評定試験を実施した黒煙浄化装置に関する評定書（評定様式２）

を発行する。

評定機関は、当該黒煙浄化装置を排出ガス対策型黒煙浄化装置として評定するに

当たっては、その必要性を認めた場合においては、本評定指針に定める提出書類以

外の資料についても提出を求めることができる。

名称 名評定書には、当該装置が属する同一 の範囲を示す書類「黒煙浄化装置同一

型式構成表 （評定様式２別紙１）を添付する。称の 」

評定書番号は、各評定機関の管理のもとに評定黒煙浄化装置固有の番号を設定す

る。

８．書類の保管

評定機関は、次に掲げる書類を最低５年間保管する。

これらの書類は安全に保管し、依頼者の機密の保持を確保する。

① 評定書の写し

② 黒煙浄化装置仕様書

③ 構造図

④ 低減方式説明書

⑤ 取扱い説明書等

⑥ 使用原動機報告書

⑦ 排出ガス測定結果表

⑧ 試験室情報

⑨ 試験燃料の性状（分析結果）
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評定 １様式

使用原動機報告書

平成 年 月 日

評定依頼者の氏名又は名称

１．評定依頼黒煙浄化装置

製 造 業 者 名 ：

黒煙浄化装置の名称 ：

型 式 名 ：

対象原動機出力 ：

２．使用原動機

認 定 番 号 ：

製 造 業 者 名 ：

同一型式の名称 ：

製 造 年 月 ：平成 年 月 製造番号：１）

搭載機械の名称および型式 ：

hこれまでの概略運転時間 ：２）

燃焼サイクル・冷却方式・シリンダ配列・燃焼室形式・給気方法原動機形式 ：

mm mmシリンダ数－径×行程： － ×

l総 排 気 量 ：

３．使用原動機の性能確認結果

確認項目 仕 様 値 確 認 値

定格回転速度 ( )min －１

定格出力 ( )kW
最大トルク回転速度 ( )min －１

最大トルク ( ･ )N m
燃料消費率 ( ･ )４） g/kW h
無負荷最高回転速度 ( )min －１

無負荷最低回転速度 ( )min －１

定格点黒煙濃度 (％)

最大トルク点黒煙濃度(％)

無負荷急加速時黒煙濃度(％)

注） ) 原動機の製造年月が不明の場合は、搭載機械の製造年月でも良い。1
) 概略運転時間は、搭載機械の運転時間でも良い。2
) 定格出力、最大トルク、燃料消費率の表示方法は、 によるもの3 JIS B8008-1
とする。

) 燃料消費率は、定格点における数値とする。4
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評定様式２

排出ガス対策型黒煙浄化装置評定書 評定書番号

１．申請者

氏 名 又 は 名 称

住所又は所在地

２．黒煙浄化装置

黒 煙 浄 化 装 置 の 名 称

型 式 名

製 造 番 号

黒 煙 低 減 方 式

基 本 寸 法

対 象 原 動 機 出 力

基本ｴﾚﾒﾝﾄ当たり原動機出力

３．排出ガスに関する評定

（１）排出ガス測定結果

算定値 ( ･ ， ) 変化率( ) 基 準 値g/kW h % %
測定項目 装着前 装着後 ( ) ×A B B-A /A

100
定格点

(装着前) ＞ (装着後)黒 中間１）

煙 過渡時

(装着前)の ＞ (装着後)最大値 1/5

(装着前) ≧ (装着後)ＨＣ

(装着前) ≧ (装着後)ＮＯ x

(装着前) ≧ (装着後)ＣＯ

(装着前) ≧ (装着後)ＰＭ

) 中間は、中間速度全負荷点の略。1

（２）測定記録

《使用原動機》

認 定 番 号 ：

黒煙浄化装置の名称 ：

燃焼サイクル・冷却方式・シリンダ配列・燃焼室形式・給気方法原動機形式 ：

mm mmシリンダ数－径×行程 ： － ×



- 32 -

l総 排 気 量 ：
－１定格出力／回転速度 ： ／kW min

評定書番号

《測定条件等》

測 定 期 日 ：平成 年 月 日

測 定 条 件 ：<装着前平均> <装着後平均>

吸気温度 ℃ 吸気温度 ℃

kPa kPa大 気 圧 大 気 圧

大気係数 大気係数

測 定 場 所 ：

排 出 ガ ス 分 析 器 ：

黒 煙 濃 度 計 ：

（３）黒煙浄化装置に対する所見

排出ガス測定結果は、全て基準値を満足している。

従って、測定された黒煙浄化装置は排出ガス対策型黒煙浄化装置と

認められる。

上記黒煙浄化装置について 「黒煙浄化装置評定指針」に基づき、排出ガスに関、

し評定したことを証する。

平成 年 月 日

（評定機関名）

（代 表 者 名） 印
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評定書番号

別紙１ 黒煙浄化装置同一名称の型式構成表

斜体文字は、例記または解説を示す

黒煙浄化装置の名称黒煙浄化装置の名称 ：

セラミックハニカム触媒付フィルタ黒 煙 低 減 方 式 ：

多孔質コーディエライト（ ･ ･ ）フ ィ ル タ 材 料 ： Al O SiO Mg2 2 2

150mm 150mm基本ｴﾚﾒﾝﾄの単位 ： １ユニット寸法 直径 長さ×

５０ Ｗ／ユニット 以下基本エレメント当たり原動機出力 ： k

ここには、基本エレメントの

浄化に関わる構造・諸元等に

ついて説明する。

２セル密度： ##### in

基本エレメントの構造

補助燃焼材供給・電熱ヒータ併用強制燃焼再 生 方 式 ：

手動式（再生警告表示による）再 生 間 隔 ：

無負荷最低回転速度（約＃分間）再 生 時 の 制 限 ：

シーズヒータ再生用ヒータの種類 ：

系酸化触媒触 媒 等 の 種 類 ： Pd
軽油・空気供給物等の種類 ：

型式の構成

黒煙浄化装置 黒煙浄化装置 黒煙浄化装置 黒煙浄化装置 黒煙浄化装置

の型式Ａ の型式Ｂ の型式Ｃ の型式Ｄ の型式Ｅ

対象原動機出力 ( )kW
基本ｴﾚﾒﾝﾄの数量

長さ ( )mm
基本寸法 幅 ( )mm

高さ ( )mm
乾燥質量 ( )kg
圧力損失 再生直前

( ) 再生直後kPa
再生時の所要電力( )W

g/h再生用燃料の消費量(

供給物の供給量

注） ) 原動機出力は、認定・指定実施要領によるものとする。1
) 当該黒煙浄化装置として、適切でない項目は削除して良い。2
) 当該黒煙浄化装置として、記述すべき事項は適宜追加する。3


